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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極と、
　前記第１の電極上の第１の発光層と、
　前記第１の発光層上の中間導電層と、
　前記中間導電層上の第２の発光層と、
　前記第２の発光層上の第２の電極とを有し、
　前記中間導電層は電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入を担う
層とを含み、
　前記電子注入を担う層と、前記正孔注入を担う層との少なくとも一方は島状の層であり
、
　前記正孔注入を担う層は、酸化モリブデンと、正孔輸送材料とを含むことを特徴とする
発光素子。
【請求項２】
　第１の電極と、複数の発光層と、前記複数の発光層の間に挟まれた複数の中間導電層と
、第２の電極とを有し、
　前記中間導電層は電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入を担う
層とを含み、
　前記電子注入を担う層と、前記正孔注入を担う層との少なくとも一方は島状の層であり
、
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　前記正孔注入を担う層は、酸化モリブデンと、正孔輸送材料とを含むことを特徴とする
発光素子。
【請求項３】
　第１の電極と第２の電極との間に、１番目からｎ番目（ｎは２以上の整数）までのｎ個
の発光層を有し、
　ｋ番目（ｋは、１≦ｋ≦（ｎ－１）なる整数）の発光層と（ｋ＋１）番目の発光層との
間には、中間導電層が含まれ、
　前記中間導電層には電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入を担
う層とを含み、
　前記電子注入を担う層と、前記正孔注入を担う層との少なくとも一方は島状の層であり
、
　前記正孔注入を担う層は、酸化モリブデンと、正孔輸送材料とを含むことを特徴とする
発光素子。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記電子注入を担う層は、Ｍｇ－Ａｇ合金、Ａｌ－Ｌｉ合金、Ｍｇ－Ｌｉ合金、Ｃａ３

Ｎ２又はＭｇ３Ｎ２を含むことを特徴とする発光素子。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記正孔注入を担う層が前記島状の層であることを特徴とする発光素子。
【請求項６】
　基板上に設けられたトランジスタと、層間絶縁膜を介して前記トランジスタと電気的に
接続された発光素子とを有し、
　前記発光素子は、
　第１の電極と、
　前記第１の電極上の第１の発光層と、
　前記第１の発光層上の中間導電層と、
　前記中間導電層上の第２の発光層と、
　前記第２の発光層上の第２の電極とを有し、
　前記中間導電層は電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入を担う
層とを含み、
　前記電子注入を担う層と、前記正孔注入を担う層との少なくとも一方は島状の層であり
、
　前記正孔注入を担う層は、酸化モリブデンと、正孔輸送材料とを含むことを特徴とする
表示装置。
【請求項７】
　基板上に設けられたトランジスタと、層間絶縁膜を介して前記トランジスタと電気的に
接続された発光素子とを有し、
　前記発光素子は、
　第１の電極と、複数の発光層と、前記複数の発光層の間に挟まれた複数の中間導電層と
、第２の電極とを有し、
　前記中間導電層は電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入を担う
層とを含み、
　前記電子注入を担う層と、前記正孔注入を担う層との少なくとも一方は島状の層であり
、
　前記正孔注入を担う層は、酸化モリブデンと、正孔輸送材料とを含むことを特徴とする
表示装置。
【請求項８】
　基板上に設けられたトランジスタと、層間絶縁膜を介して前記トランジスタと電気的に
接続された発光素子とを有し、
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　前記発光素子は、
　第１の電極と第２の電極との間に、１番目からｎ番目（ｎは２以上の整数）までのｎ個
の発光層を有し、
　ｋ番目（ｋは、１≦ｋ≦（ｎ－１）なる整数）の発光層と（ｋ＋１）番目の発光層との
間には、中間導電層が含まれ、
　前記中間導電層には電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入を担
う層とを含み、
　前記電子注入を担う層と、前記正孔注入を担う層との少なくとも一方は島状の層であり
、
　前記正孔注入を担う層は、酸化モリブデンと、正孔輸送材料とを含むことを特徴とする
表示装置。
【請求項９】
　請求項６乃至請求項８のいずれか一において、
　前記電子注入を担う層は、Ｍｇ－Ａｇ合金、Ａｌ－Ｌｉ合金、Ｍｇ－Ｌｉ合金、Ｃａ３

Ｎ２又はＭｇ３Ｎ２を含むことを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項６乃至請求項９のいずれか一において、
　前記正孔注入を担う層が前記島状の層であることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項６乃至請求項１０のいずれか一において、
　前記層間絶縁膜は炭素を含み、かつ遮光性を有することを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項６乃至請求項１１のいずれか一において、
　前記発光素子に接して、炭素を含み、かつ遮光性を有する隔壁層が設けられていること
を特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　請求項６乃至請求項１２のいずれか一において、
　前記トランジスタと前記発光素子は、アルミニウム及びニッケルを含む合金からなる配
線によって電気的に接続されていることを特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　請求項６乃至請求項１２のいずれか一において、
　前記トランジスタと前記発光素子は、アルミニウムと、ニッケルと、炭素とを含む合金
からなる配線によって電気的に接続されていることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、陽極、陰極、及び前記陽極と陰極との間に、エレクトロルミネセンス（以下、
「ＥＬ」という。）と呼ばれる現象によって発光する薄膜を挟んだ構造からなる素子（以
下、「発光素子」という。）、並びに該発光素子を基板上に備えた表示装置に関する。ま
た、該発光素子を映像表示部に備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
ＥＬディスプレイは、次世代のフラットパネルディスプレイとして最も注目されている発
光装置の一つである。発光装置に用いられる発光素子は、二つの電極間に有機化合物から
成る薄膜（以下、「有機薄膜」という。）を設置し、電極に通電することによって発光を
得るものである。陰極から注入された電子および陽極から注入された正孔が有機薄膜で再
結合して分子励起子を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際に光子が放出される、
すなわち発光に至る。この時、一つの電子と一つの正孔が再結合することによって分子励
起子が一分子生成する。この分子励起子が発光を伴いながら基底状態に失活する際、励起
状態と基底状態のエネルギー差に相当する波長の光子（以下、フォトンという。）が一つ
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放出される（これを輻射過程と呼ぶ。）。
【０００３】
通常の有機ＥＬ素子では、有機薄膜は一対の陽極と陰極に挟まれている。従って、陽極と
陰極から注入される正孔と電子（以下、正孔と電子を区別しない場合、キャリアと記す。
）の数と放出されるフォトン数の比率、すなわち量子効率は１を超えることは無い。
【０００４】
このような制約を解決する方法の一つとして、前記陰極と陽極とは別に、素子内に新たに
中間導電層を形成する手法が提案されている（特許文献１参照）。
【０００５】
特許文献１では、一対の陽極１１と陰極１２に挟まれた素子内に、Ａｌｑ（８－ヒドロキ
シキノリンのＡｌ錯体）とＬｉからなるＡｌｑ：Ｌｉ層１３とＩｎ－Ｚｎ－Ｏ（インジウ
ム・亜鉛酸化物）層１４を形成し、これらの層の陽極側と陰極側の両方に有機層１５、１
６が設置された有機ＥＬ素子が提案されている（図１４参照）。なお、１７は層間絶縁膜
である。ここで、Ａｌｑ：Ｌｉ層とＩｎ－Ｚｎ－Ｏ層を積層した層は中間導電層と定義さ
れている。このような構成の有機ＥＬ素子では、通常の有機ＥＬ素子と同様、まず陽極と
陰極からそれぞれ正孔と電子が注入される。正孔は陰極側へ、電子は陽極側へと輸送され
る。ここで特徴的なことは、前記中間導電層からもキャリアが供給されることである。す
なわち、中間導電層の陽極側（Ａｌｑ：Ｌｉ層１３側）から電子が有機層１５に注入され
、同時に中間導電層の陰極側（Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ層１４側）から正孔が有機層１６に注入さ
れる。陽極側の有機層１５では、陽極１１から注入された正孔と中間導電層１３、１４か
ら注入された電子が再結合し、分子励起子が生成して発光を得ることができる。同様に陰
極側の有機層１６においては、陰極１２から注入された電子と前記中間導電層１３、１４
から注入された正孔が再結合し、生成する分子励起子の輻射過程によって発光が得られる
。
【０００６】
上述した機構により、あたかもこの有機ＥＬ素子は、通常の有機ＥＬ素子を直列に並べた
ものとほぼ同様の効果を得ることができる。すなわち、通常の有機ＥＬ素子と比較して駆
動電圧はほぼ２倍になるものの、同じ電流密度から２倍のフォトン数を得ることができる
のである。従って、量子効率はほぼ２倍となるのである。この手法を応用することで、さ
らに量子効率を増大させることも可能である。例えば二つの中間導電層と三つの有機薄膜
を交互に設置すれば、３つの有機ＥＬ素子を直列に設置したのとほぼ同じ効果が得られる
。従って、駆動電圧は約３倍になるが、同時に量子効率はほぼ３倍になり、高輝度の有機
ＥＬ素子を提供することが可能となる。
【０００７】
この概念を実現するための必要条件は、有機層に挟まれる中間導電層が透明であると言う
ことである。この必要条件をクリアするため、中間導電層に使用できる材料に制約が生ま
れる。これまでに様々な材料が提案されているが、現実的に使用されているものとしては
、１）Ａｌｑやバソクプロイン（ＢＣＰ）などの電子輸送性化合物と、アルカリ金属など
の電子注入性化合物からなる混合層とＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）やＩＺＯ（インジ
ウム亜鉛酸化物）などの透明電極の積層、２）前記電子輸送性化合物と電子注入性化合物
からなる混合層と金属酸化物の積層、３）前記電子輸送性化合物と電子注入性化合物から
なる混合層と電子受容性有機化合物の積層、などに限られている。
【０００８】
上述した材料を用いることで、中間導電層は透明性を維持することができるが、やはり材
料の制約は非常に大きく、素子の作製プロセスも複雑になる。例えば特許文献１の手法で
説明すると、まず有機層は通常、真空蒸着法によって形成される。この手法によって電子
輸送性化合物と電子注入性化合物の混合層を有機層上に容易に形成することができる。し
かし、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明電極は真空蒸着法では成膜することができず、スパッタ
により成膜される。従って、素子を一度蒸着用の成膜室からスパッタ用の成膜室へ移動し
た後に、これらの透明電極を形成しなければならず、製造プロセスが煩雑となる。
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【０００９】
また、特許文献１に関連する技術として、特許文献２及び３に示される、複数個の発光ユ
ニットが１層の等電位面を形成する層によって仕切られている有機エレクトロルミネッセ
ンス素子、並びに、特許文献４に示される、二つの有機ＥＬ層の間に、導電体薄膜層が挿
入された構造を有する有機ＥＬ素子が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平１１－３２９７４８号公報（第６～７頁、図３）
【特許文献２】特開平２００３－４５６７６号公報（第１頁、図３）
【特許文献３】特開平２００３－２７２８６０号公報（第１頁、図８）
【特許文献４】特開平２００３－２６４０８５号公報（第１１頁、図７）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、発光層として機能する有機薄膜に挟
まれた中間導電層として使用可能な材料の選択幅を大幅に広げ、発光効率が高く、消費電
力が小さく、信頼性の高い有機ＥＬ素子に代表される発光素子及び該発光素子を用いた表
示装置（発光装置）を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明に係る発光素子は、第１の電極と、第１の発光層と、中間導電層と、第２の発光層
と、第２の電極と、を少なくとも積層してなる発光素子であり、前記中間導電層は電子注
入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入を担う層を含み、前記電子注入を
担う層と前記正孔注入を担う層の少なくとも一方は島状の層であることを特徴とする。こ
こで、第１の電極は、陽極の機能を有するものであってもよいし、陰極の機能を有するも
のであっても良い。一方、第２の電極は、第１の電極と反対の極性を有するものであれば
、陽極でも陰極でも良い。また、電子注入を担う島状の層、正孔注入を担う層は、合わせ
て中間導電層とも呼ばれ、該層は第１の電極及び第２の電極の極性に応じて、適宜その積
層順を選択することができる。また、電子注入を担う層を島状にする代わりに、正孔注入
を担う層を島状としても良い。また、両者とも島状にしても良い。なお、ここでいう島状
の層とは、島状に点在して層が形成されてなり、ドット状、突起状、またはそれらが集ま
った塊（クラスター状）などであってもよく、その形状は問わない。また、島状に点在す
る配置の状態についても、ランダム又は意図的であっても構わない。いずれにせよ、中間
導電層のうち電子注入を担う層が、陽極側の発光層に接しており、正孔注入を担う層が、
陰極側の発光層に接しており、かつ、電子注入及び正孔注入を担う層が接している構成と
すればよい。
【００１３】
また、上記発明に係る発光素子において、第２の発光層上に、新たに設けられる中間導電
層（電子注入を担う層及び正孔注入を担う層）を介して第３の発光層を形成しても良い。
この場合において、少なくとも一の中間導電層に含まれる、電子注入を担う層又は正孔注
入を担う層の少なくとも一方は、島状であることが望ましい。すなわち、発光層を３層構
造とした場合、中間導電層が２層挟持されるわけであるが、その少なくとも一方における
電子注入を担う層又は正孔注入を担う層の少なくとも一方を島状とすればよい。また、発
光層並びに中間導電層の積層数に、特に制限はない。例えば、発光層を４層積層した場合
、それら発光層の間に３層の中間導電層
を挟持させる。また或いは、発光層を５層とした場合には、それら発光層の間に４層の中
間導電層を挟持させる。
【００１４】
具体的には、第１の電極と、複数の発光層と、前記複数の発光層の間に挟まれた複数の中



(6) JP 5005081 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

間導電層と、第２の電極とを積層してなる発光素子であり、前記中間導電層は電子注入を
担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入層を担う層を含み、前記電子注入を担
う層と前記正孔注入層を担う層の少なくとも一方は島状の層であることを特徴とする。
【００１５】
さらに具体的には、二つの電極の間に、１番目からｎ番目（ｎは２以上の整数）までのｎ
個の発光層を順次積層してなり、ｋ番目（ｋは、１≦ｋ≦（ｎ－１）なる整数）の発光層
とｋ＋１番目の発光層との間には、中間導電層が含まれる。さらに、前記中間導電層には
電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入を担う層を含み、前記電子
注入を担う層と前記正孔注入を担う層の少なくとも一方は島状の層であることを特徴とす
る。さらに、第１の電極とは画素電極であり、第２の電極とは対向電極である。
【００１６】
また、本発明に係る表示装置は、基板上に設けられたトランジスタと、層間絶縁膜を介し
て前記トランジスタと接続された発光素子とを有し、前記発光素子は、第１の電極と、第
１の発光層と、中間導電層と、第２の発光層と、第２の電極と、を少なくとも積層してな
る発光素子であり、前記中間導電層は電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接す
る正孔注入を担う層を含み、前記電子注入を担う層と前記正孔注入を担う層の少なくとも
一方は島状の層であることを特徴とする。ここで、発光素子における第１の電極は、陽極
の機能を有するものであってもよいし、陰極の機能を有するものであっても良い。一方、
第２の電極は、第１の電極と反対の極性を有するものであれば、陽極でも陰極でも良い。
また、電子注入を担う島状の層、正孔注入を担う層は、合わせて中間導電層とも呼ばれ、
該層は第１の電極及び第２の電極の極性に応じて、適宜その積層順を選択することができ
る。また、電子注入を担う層を島状にする代わりに、正孔注入を担う層を島状としても良
い。また、両者とも島状にしても良い。いずれにせよ、中間導電層のうち電子注入を担う
層が、陽極側の発光層に接しており、正孔注入を担う層が、陰極側の発光層に接しており
、かつ、電子注入及び正孔注入を担う層が接している構成とすればよい。
【００１７】
また、上記発明に係る表示装置において、第２の発光層上に、新たに設けられる中間導電
層（電子注入を担う層及び正孔注入を担う層）を介して第３の発光層を形成しても良い。
この場合において、少なくとも一の中間導電層に含まれる、電子注入を担う層又は正孔注
入を担う層の少なくとも一方は、島状であることが望ましい。すなわち、発光層を３層構
造とした場合、中間導電層が２層挟持されるわけであるが、その少なくとも一方における
電子注入を担う層又は正孔注入を担う層の少なくとも一方を島状とすればよい。また、発
光層並びに中間導電層の積層数に、特に制限はない。例えば、発光層を４層積層した場合
、それら発光層の間に３層の中間導電層を挟持させる。また或いは、発光層を５層とした
場合には、それら発光層の間に４層の中間導電層を挟持させる。
【００１８】
具体的には基板上に設けられたトランジスタと、層間絶縁膜を介して前記トランジスタと
接続された発光素子とを有し、前記発光素子は、第１の電極と、複数の発光層と、前記複
数の発光層の間に挟まれた複数の中間導電層と、第２の電極とを積層してなる発光素子で
あり、前記中間導電層は電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入層
を担う層を含み、前記電子注入を担う層と前記正孔注入層を担う層の少なくとも一方は島
状の層であることを特徴とする。
【００１９】
さらに具体的には、基板上に設けられたトランジスタと、層間絶縁膜を介して前記トラン
ジスタと接続された発光素子とを有し、前記発光素子は、二つの電極の間に、１番目から
ｎ番目（ｎは２以上の整数）までのｎ個の発光層を順次積層してなり、ｋ番目（ｋは、１
≦ｋ≦（ｎ－１）なる整数）の発光層とｋ＋１番目の発光層との間には、中間導電層が含
まれ、前記中間導電層には電子注入を担う層と、前記電子注入を担う層と接する正孔注入
を担う層を含み、前記電子注入を担う層と前記正孔注入を担う層の少なくとも一方は島状
の層であることを特徴とする。さらに、第１の電極とは画素電極であり、第２の電極とは
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対向電極である。
【発明の効果】
【００２０】
本発明に係る発光素子は、第１の電極と第２の電極の間に複数の発光層を有するＥＬ素子
において、各発光層の間に中間導電層を設け、かつ中間導電層（複数の中間導電層が設け
られる場合においては、それらの少なくとも一の中間導電層）において、正孔注入又は電
子注入を担う層のいずれかが、膜状ではなく、島状に形成されていることを特徴とする。
このような構造を採用することによって、以下のような効果を得ることができる。
【００２１】
まず、中間導電層の電子（又は正孔）を注入する層に関し、材料の透明性を一切考慮する
必要が無いことである。たとえ可視部に大きな吸光係数を有する中間導電層であっても、
島状に形成すれば吸収自体は無視できるほどに小さくなる。従って、発光層からの発光は
、中間導電層によって殆んど吸収されることが無い。
【００２２】
また、中間導電層として有機材料（特に芳香族化合物）を用いた場合には、積極的な分子
設計をしない限り、中間導電層の結晶性は高くなってしまう。その結果素子の特性が大幅
に変化し、最悪の場合には両電極間で導通してショートに至る。しかし、本発明に係る構
成を採用した場合には、個々の島状の層が結晶化しても結晶化が発光素子の特性に及ぼす
影響は小さくなる又は無視することができるため、結晶化による発光素子の特性変化を抑
制することができる。
【００２３】
さらに、当然のことながら材料自身も少量使用すればよく、その結果、素子の作製時間も
短縮することができ、コスト低減にも繋がる。このように、従来は膜状に形成されていた
中間導電層の一部を島状に形成することで、様々な効果を生み出すことができる。
【００２４】
また、本発明に係る表示装置は、上記作用効果を有する発光素子を備えていることにより
、光取り出し効率が高く、消費電力が小さく、低コスト、高寿命といった様々な作用効果
をもたらす。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係る発光素子の構成を説明する図
【図２】本発明に係る発光素子の構成を説明する図
【図３】本発明に係る表示装置の画素領域の等価回路図（２トランジスタ）及び表示装置
の表示パネル部分の上面図
【図４】本発明に係る表示装置の断面図
【図５】本発明に係る表示装置の画素領域の等価回路図（３及び４トランジスタ）
【図６】配線を積層構造とした場合を示す断面図
【図７】本発明に係る表示装置を用いた電子機器を示す図
【図８】本発明に係る表示装置を用いたテレビジョン装置の主要な構成を示すブロック図
【図９】本発明に係る表示装置を用いたＩＤカードを説明する図
【図１０】本発明に係る発光装置の上面図
【図１１】本発明に係る発光装置における一画素を動作するための回路を表した図
【図１２】本発明に係る発光装置における画素領域の上面図
【図１３】時間経過に伴ったフレームの動作について説明する図
【図１４】従来の発光素子の構成を説明する図
【図１５】１水平期間にゲート信号線を複数同時に選択する方法を説明する図
【図１６】本発明に係る発光素子の構成を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００２６】
本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明
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に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々
に変更することができる。従って、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して
解釈されるものではない。例えば、以下に述べる実施の形態及び各実施例の特徴的部分を
組み合わせて実施することが可能である。なお、以下に説明する本発明の構成において、
同じものを指す符号は異なる図面間で共通して用いる。
【００２７】
本発明の実施の形態を図１を用いて説明する。なお、図１では、二層の発光層を一つの中
間導電層で隔たれた素子構造が示されているが、発光層の層数に制約は無い。また、該構
造により、中間導電層の数は、発光層の総数より１つ少ないものとなる。
【００２８】
まず、有機ＥＬ素子では、発光を取り出す必要があるため、少なくとも陽極、または陰極
の一方が透明である必要がある。以下、基板上のうち、基板側に透明な陽極を形成し、陽
極側から発光を取り出すことのできる発光素子、所謂ボトムエミッション型（下面出射型
）発光素子について説明する。
【００２９】
まず、発光素子等を担持するための基板１０１を用意する。基板１０１としては、石英や
ガラスのみならず、紙やプラスチック樹脂なども用いることができる。また、薄膜トラン
ジスタ（以下、ＴＦＴと記す。）があらかじめ搭載された基板を用いることも可能である
。本発明の形態では基板上に透明な陽極１０２を形成し、基板側に光を取り出すので、基
板に可視光透過性があればよい。透明な陽極としては、ＩＴＯやＩＺＯなどの、導電性金
属酸化物が好適である。これらの導電性金属酸化物膜は、通常スパッタにより成膜される
が、ゾル－ゲル法などを応用して作製しても構わない。また、金属酸化物以外の材料とし
て、金などの仕事関数の大きな金属を用いることも可能である。ただしこの場合には、光
透過性を考慮して、超薄膜を形成する。
【００３０】
こうして形成された陽極上に第１の発光層１０３が形成される。この発光層は、主として
有機化合物を用いて形成するが、単一組成の薄膜を用いて形成してもよい。例えばトリス
（８－キノリノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｑ3）、トリス（４－メチル－８－キノ
リノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｍｑ3）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］－
キノリナト）ベリリウム（略称：ＢｅＢｑ2）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）
－（４－フェニルフェノラト）－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）、ビス［２－（２－ヒ
ドロキシフェニル）－ベンゾオキサゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＯＸ）2）、ビス［２
－（２－ヒドロキシフェニル）－ベンゾチアゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＴＺ）2）な
どの典型金属錯体が挙げられる。あるいは９，１０－ジフェニルアントラセンや４，４’
－ビス（２，２－ジフェニルエテニル）ビフェニルなどの炭化水素を含む化合物なども好
適である。
【００３１】
また、発光層は複数の材料の混合層であってもよい。上述した発光体に、蛍光材料、ある
いは燐光材料を少量混合することで、発光効率を上げることができる。蛍光材料としては
クマリン誘導体、キナクリドン誘導体、アクリドン誘導体、ピレン誘導体、ペリレン誘導
体、アントラセン誘導体、ピロン誘導体などが挙げられる。燐光材料としては、三重項発
光材料としては、トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム（以下、「Ｉｒ（ｐｐｙ）

3」と記す）、２，３，７，８，１２，１３，１７，１８－オクタエチル－２１Ｈ，２３
Ｈ－ポルフィリン－白金（以下、「ＰｔＯＥＰ」と記す）など、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｔ
、あるいは希土類金属などの遷移金属錯体が挙げられる。
【００３２】
一方、発光層は積層構造の膜であってもよい。積層構造とすることにより、上述した単一
組成の発光層、あるいは混合発光層を用いた場合と比較して、電子と正孔の注入バランス
を制御することが容易となり、より発光効率の改善を図ることができる。例えば、上述し
た単一組成、あるいは混合組成の発光層以外に、注入された正孔を効率よく発光層へ輸送
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する正孔輸送層、注入された電子を効率よく発光層へ輸送する電子輸送層を設けるのが良
い。そして、本明細書では発光層に加え、これらの正孔輸送層、電子輸送層、或いは正孔
注入層、電子注入層を付加したものも発光層と呼ぶことがある。正孔輸送層に相応しい材
料としては、芳香族アミン（すなわち、ベンゼン環－窒素の結合を有するもの）を含む化
合物である。広く用いられている材料として、４，４’－ビス［Ｎ－（３－メチルフェニ
ル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－ビフェニル，その誘導体である４，４’－ビス［Ｎ－（
１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－ビフェニル、４，４’，４’’－トリス（Ｎ
，Ｎ－ジフェニル－アミノ）－トリフェニルアミン、４，４’，４’’－トリス［Ｎ－（
３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－トリフェニルアミンなどのスターバー
スト型芳香族アミン化合物が挙げられる。電子輸送層に好適な材料としては、上記典型金
属錯体が挙げられるが、他に３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－（４－エチル
フェニル）－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾールなどのトリアゾール
誘導体、バソフェナントロリンやバソキュプロインなどのフェナントロリン誘導体、ある
いは、ビス（５－メチルベンゾオキサゾール－２－イル）スチルベンなどのベンゾオキサ
ゾール誘導体を用いても良い。
【００３３】
成膜方法は真空蒸着法だけではなく、スピンコーティング法、ディップコーティング法、
スプレー法などの、所謂湿式法を採用しても構わない。
【００３４】
次に中間導電層を形成するが、本実施の形態では陽極側から発光素子を形成していること
から、まず始めに電子注入を担う層１０４を形成する。ここで、電子注入を担う層１０４
は、図示するように島状に形成すればよい。島状に形成するためには、例えば蒸着法によ
って形成することが好ましい。この場合において具体的には、まず昇華した材料が核を形
成した後、その核が成長し、異なる核から成長したクラスタが互いに結合する前に、蒸着
プロセスを停止すればよい。また、電子注入を担う層１０４を形成するのに適した材料と
しては、まず、仕事関数の小さい金属、およびその金属化合物が挙げられる。例えばＭｇ
－Ａｇ合金、Ａｌ－Ｌｉ合金、Ｍｇ－Ｌｉ合金、Ｃａ3Ｎ2、Ｍｇ3Ｎ2などである。また金
属の他、有機半導体にドナーをドープしたものが挙げられる。ここで言う有機半導体の好
ましい例としては、アクセプター性を有する化合物であり、発光素子においてよく用いら
れる電子輸送性材料を用いればよい。例えばＡｌｑなどに代表される典型金属錯体、フェ
ナントロリン誘導体、トリアジン誘導体、オキサゾール誘導体、キノリン誘導体、キノキ
サリン誘導体などが挙げられる。また、テトラシアノキノジメタンやテトラシアノエチレ
ン、テトラクロロキノンなどの電子受容性化合物も好例である。他の例としては、ルブレ
ンやペリレン誘導体などの縮合芳香族炭化水素が挙げられる。また、グラファイトなどの
導電性材料も用いることができる。さらに、ポリフェニレンビニレンやポリフェニレンエ
チニレン、ポリピリジンなどの共役高分子も用いることができる。ただしこの場合には、
発光層にも高分子を用いることが好ましい。さらに、中間導電層を形成するために用いる
高分子を溶解する溶媒に、発光層を形成するために用いる高分子が溶解しないように設計
することが好ましい。これは、高分子材料は通常、湿式法によって成膜されるため、高分
子材料を溶解する溶媒によって発光層が溶解してしまい、薄膜構造が破壊されるのを阻止
するためである。有機半導体にドープするドナーとしては、アルカリ金属、アルカリ土類
金属などの仕事関数の小さい金属が良い。あるいはテトラチアフルバレンなどの電子過剰
型有機化合物でも良い。ただし、有機半導体のアクセプター性は強いことが必須である。
これは、電子過剰型有機化合物のドナー性はアルカリ金属やアルカリ土類金属のそれより
も小さいためである。有機半導体以外の例としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属、
希土類金属、およびこれらを有する化合物が良い。具体的には、フッ化カルシウム、酸化
リチウム、塩化リチウム、フッ化リチウム、フッ化マグネシウム、酸化バリウムなどが挙
げられる。
【００３５】
このようにして第１の発光層１０３上に電子注入を担う層１０４を膜状、あるいは島状に
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形成される。電子注入を担う層１０４は、膜状または島状のいずれでも構わないが、島状
に形成することで発光した光を効率よく外部に取り出すことができる。また、電子注入を
担う層１０４を島状に形成することで、結晶化しやすい物質を用いても、結晶化に起因し
た発光素子の不良が生じにくくなる（図１参照）。
【００３６】
また、図２では、中間導電層のうち、電子注入を担う層１０４が形成され、この後に、正
孔注入を担う層１０５を形成する。この正孔注入を担う層を形成するのに相応しい材料と
しては、まず、金やアルミニウム、白金、銅、ニッケルなどの金属が挙げられる。これら
は仕事関数が大きいため、正孔注入が容易となる。これらの材料は超薄膜にしない限り、
透明性を維持することができない。しかし本発明で提案するように、中間導電層のうち、
電子注入を担う層を膜状に形成した後に、これらの正孔注入を担う層を島状に形成すれば
、中間導電層自身は透光性を維持することができる。
【００３７】
なお、正孔注入を担う層を構成する材料の別の例としては、種々の金属含有化合物を用い
ることができる。例えば酸化コバルト、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化ニッケル、酸化ネ
オジウム、酸化バナジウム、酸化ベリリウムアルミニウム、酸化モリブデン、酸化ランタ
ン、酸化ルテニウム、酸化レニウムなどの遷移金属酸化物などが挙げられる。好ましくは
、４族から７族の遷移金属酸化物、窒化物、ハロゲン化物を用いるのが良い。これらの金
属酸化物、窒化物、ハロゲン化物などは、これらの材料が発光層と接する界面で電子移動
反応を起こし、所謂電荷移動錯体を形成するため、単体でも正孔注入が可能である。また
、これらの材料に適当なドナーをドープして、積極的に電荷移動錯体を形成しても良い。
ドナーとしては、電子過剰型の有機化合物が挙げられ、テトラチアフルバレンやカルバゾ
ール誘導体などが挙げられる。また、有機ＥＬ素子において所謂正孔輸送、注入材料に分
類されるような芳香族アミン類も良例である。具体的には、ＴＰＤやＮＰＢなどが挙げら
れる。
【００３８】
これら正孔注入を担う層１０５は膜状または島状のいずれでも構わないが、島状に形成す
ることで、発光した光を効率よく外部に取り出すことができる。また、正孔注入を担う層
１０５を島状に形成することで、結晶化しやすい物質を用いても、結晶化に起因した発光
素子の不良が生じにくくなる。
【００３９】
なお、中間導電層のうち、電子注入を担う層を超薄膜にしない限り、透明性を維持するこ
とができない場合には、電子注入を担う層を島状に形成した後に、正孔注入を担う層を膜
状に形成することで、中間導電層自身は透光性を維持することができる。
【００４０】
このようにして形成された中間導電層上に、第２の発光層１０６が形成される。この発光
層は、第１の発光層と同一の構造でも良く、異なる構造でも良い。また、発光色は同一で
も良く、異なっていても構わない。第１と第２の発光層からの発光が異なり、互いに補色
の関係にある場合、白色の発光が得られる。例えば図２（ａ）に示すように、第１の発光
層１０３から青色の、第２の発光層１０６から赤色の発光を得るように設計すれば良い。
具体的には、９，１０－ジフェニルアントラセンなどのアントラセン誘導体に代表される
芳香族炭化水素化合物など、発光中心が４５０から５００ｎｍあたりに観測される材料を
第１の発光層として用いる。第２の発光層には、４－（ジシアノメチレン）－２－［ｐ－
（ジメチルアミノ）スチリル］－６－メチルー４Ｈ－ピランなどの、所謂ＤＣＭを用いた
材料や、ルブレンなどの芳香族炭化水素化合物など、発光中心が６００から６５０ｎｍあ
たりに観測される材料を第２の発光層として用いればよい。あるいは図２（ｂ）のように
、三つの有機薄膜（第３の発光層１０８を追加）を作製し、それぞれ青、緑、赤の三原色
を発光するように設計すれば、同様に白色の発光を得ることができ、照明などへの応用も
可能である。緑色の発光を担う材料としては、Ａｌｑなどの典型金属錯体、キナクリドン
やクマリンなどの蛍光材料が好適である。あるいは、Ｉｒ（ｐｐｙ）3などの燐光材料も
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使用可能である。
【００４１】
第２の発光層１０６（又は第３の発光層１０８）上には陰極１０７が形成される。本実施
の形態では陽極側から発光を取り出すため、陰極は非透明で良い。具体的にはアルミニウ
ムやマグネシウム－銀合金などを用いればよい。なお、陰極からの電子注入を促進するた
め、陰極を形成する前に電子注入層を設置しても構わない。電子注入層としては、フッ化
カルシウムやフッ化リチウム、酸化リチウムや塩化リチウムなどのアルカリ金属塩、アル
カリ土類金属塩などを適用すればよい。
【００４２】
なお、本実施の形態において、陽極１０２と陰極１０７を入れ替えた構成としても良く、
この場合には、電子注入及び正孔注入を担う層も、それに応じて逆の積層構造とすればよ
い。
【００４３】
また、発光層並びに中間導電層の積層数に、特に制限はない。具体的には、第１の電極と
、複数の発光層と、前記複数の発光層の間に挟まれた複数の中間導電層と、第２の電極と
を積層してなる発光素子であり、前記中間導電層は電子注入を担う層と、前記電子注入を
担う層と接する正孔注入層を担う層を含み、前記電子注入を担う層と前記正孔注入層を担
う層の少なくとも一方は島状の層であることを特徴とする。例えば、図１６に示すように
、陽極１０２と陰極１０７との間に、１番目の発光層２０３からｎ番目（ｎは２以上の整
数）の発光層２１３までのｎ個の発光層を順次積層する。そして、それらの発光層に、１
番目の電子注入を担う層２０４並びに１番目の正孔注入を担う層２０５から、ｎ－１番目
の電子注入を担う層２１１とｎ－１番目の正孔注入を担う層２１２を挟持させる。つまり
、ｋ番目（ｋは、１≦ｋ≦（ｎ－１）なる整数）の発光層２０７とｋ＋１番目の発光層２
１０との間には、中間導電層が含まれ、該中間導電層には、ｋ番目の電子注入を担う層２
０８と、該ｋ番目の電子注入を担う層２０８と接するｋ番目の正孔注入を担う層２０９を
含み、本実施の形態では、ｋ番目の正孔注入を担う層２０９を島状の層とする。
【実施例１】
【００４４】
本実施例では、実施の形態に係る発光素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置（ア
クティブマトリクス型発光装置ともいう。以下同じ。）の構成について、図３、４を参照
して説明する。本実施例に係る表示装置は、ソース線Ｓｘ（ｘは自然数、１≦ｘ≦ｍ）と
、ゲート線Ｇｙ（ｙは自然数、１≦ｙ≦ｎ）が絶縁体を介して交差する領域に複数の素子
を含む画素３１０を複数有する（図３（Ａ））。画素３１０は、発光素子３１３と、容量
素子３１６と、２つのトランジスタとを有する。２つのトランジスタのうち、１つは画素
３１０に対するビデオ信号の入力を制御するスイッチング用のトランジスタ３１１であり
、もう１つは発光素子３１３の点灯と非点灯を制御する駆動用のトランジスタ３１２であ
る。容量素子３１６は、トランジスタ３１２のゲート・ソース間電圧を保持する機能を有
する。
【００４５】
トランジスタ３１１のゲート電極はゲート線Ｇｙに接続し、ソース電極及びドレイン電極
の一方はソース線Ｓｘに接続し、他方はトランジスタ３１２のゲート電極に接続する。ト
ランジスタ３１２のソース電極及びドレイン電極の一方は電源線Ｖｘ（ｘは自然数、１≦
ｘ≦ｌ）を介して第１の電源３１７に接続し、他方は発光素子３１３の画素電極に接続す
る。発光素子３１３の対向電極（陰極１０７）は第２の電源３１８に接続する。容量素子
３１６はトランジスタ３１２のゲート電極とソース電極の間に設けられる。トランジスタ
３１１、３１２の導電型は、Ｎ型とＰ型のどちらでもよいが、図示する構成では、トラン
ジスタ３１１はＮ型、トランジスタ３１２はＰ型の場合を示す。第１の電源３１７の電位
と第２の電源３１８の電位は特に制約されないが、発光素子３１３に順方向バイアス又は
逆方向バイアスの電圧が印加されるように、互いに異なる電位に設定する。
【００４６】
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トランジスタ３１１、３１２を構成する半導体は、非晶質半導体（アモルファスシリコン
）、微結晶半導体、結晶質半導体、有機半導体等のいずれでもよい。微結晶半導体は、シ
ランガス（ＳｉＨ4）とフッ素ガス（Ｆ2）を用いて形成するか、シランガスと水素ガスを
用いて形成するか、上記に挙げたガスを用いて薄膜を形成後にレーザ光の照射を行って形
成してもよい。トランジスタ３１１、３１２のゲート電極は、導電性材料により単層又は
積層で形成する。例えば、窒化タングステン（ＷＮ）の上にタングステン（Ｗ）を積む積
層構造や、モリブデン（Ｍｏ）の上にアルミニウム（Ａｌ）、Ｍｏを積む積層構造、窒化
モリブデン（ＭｏＮ）の上にＭｏを順に積む積層構造を採用するとよい。
【００４７】
また図３（Ｂ）は、本実施例に係る表示装置の表示パネル部分の上面図である。図３（Ｂ
）において、基板４０５上には、発光素子を含む画素（図３（Ａ）で示した画素３１０）
を複数有する発光領域４００（画素領域又は表示領域ともいう。以下同じ。）、ゲートド
ライバ４０１、ゲートドライバ４０２、ソースドライバ４０３及びＦＰＣ等の接続フィル
ム４０７が設けられる。接続フィルム４０７はＩＣチップなどに接続する。
【００４８】
図４（Ａ）及び（Ｂ）は、図３（Ｂ）の表示パネルのＡ－Ｂにおける断面図を示している
。図４（Ａ）は本発明に係る発光素子をトップエミッション（上面発光）型発光装置に適
用した場合、図４（Ｂ）は本発明に係る発光素子を発光層の上下両面から光を取り出すデ
ュアルエミッション（両面発光）型発光装置に適用した場合の発光領域４００を示してい
る。
【００４９】
まず、図４（Ａ）に示す構成から説明する。図４（Ａ）には、発光領域４００に設けられ
たトランジスタ３１２（図３（Ａ）におけるトランジスタ３１１は省略する。）と、発光
素子３１３、ソースドライバ４０３に設けられた素子群４１０が示されている。また、３
１６は、容量素子である。発光領域４００、ゲートドライバ４０１、４０２及びソースド
ライバ４０３の周囲にはシール材４０８が設けられ、発光素子３１３は、シール材４０８
と対向基板４０６により封止される。この封止処理は、発光素子３１３を水分から保護す
るための処理であり、ここではカバー材（ガラス、セラミックス、プラスチック、金属等
）により封止する方法を用いるが、熱硬化性樹脂や紫外光硬化性樹脂を用いて封止する方
法、金属酸化物や窒化物等のバリア能力が高い薄膜により封止する方法を用いてもよい。
【００５０】
ここで、シール材４０８としては、代表的には紫外線硬化又は熱硬化のエポキシ樹脂を用
いればよい。ここでは屈折率１．５０、粘度５００ｃｐｓ、ショアＤ硬度９０、テンシル
強度３０００ｐｓｉ、Ｔｇ点１５０℃、体積抵抗１×１０15Ω・ｃｍ、耐電圧４５０Ｖ／
ｍｉｌである高耐熱のＵＶエポキシ樹脂（エレクトロライト社製：２５００Ｃｌｅａｒ）
を用いる。
【００５１】
また、発光素子３１３のうち、陰極１０７は、図３（Ａ）における第２の電源３１８に接
続される。基板４０５上に形成される素子は、非晶質半導体に比べて移動度等の特性が良
好な結晶質半導体（ポリシリコン）により形成することが好適であり、そうすると、同一
表面上におけるモノリシック化が実現される。上記構成を有するパネルは、接続する外部
ＩＣの個数が減少するため、小型・軽量・薄型が実現される。
【００５２】
なお、発光領域４００は絶縁表面上に形成された非晶質半導体（アモルファスシリコン）
をチャネル部としたトランジスタにより構成し、ゲートドライバ４０１、４０２及びソー
スドライバ４０３はＩＣチップにより構成してもよい。ＩＣチップは、ＣＯＧ方式により
基板４０５上に貼り合わせたり、基板４０５に接続する接続フィルム４０７に貼り合わせ
たりしてもよい。非晶質半導体は、ＣＶＤ法を用いることで、大面積の基板に簡単に形成
することができ、かつ結晶化の工程が不要であることから、安価なパネルの提供を可能と
する。また、この際、インクジェット法に代表される液滴吐出法により導電層を形成する
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と、より安価なパネルの提供を可能とする。
【００５３】
また、図４（Ａ）に示す構成では、トランジスタ３１２及び素子群４１０上に、第１の層
間絶縁膜４１１、第２の層間絶縁膜４１２が設けられている。そして、第１の層間絶縁膜
４１１、第２の層間絶縁膜４１２に設けられた開孔部を介して配線４１４が形成されてい
る。配線４１４はトランジスタ３１２及び素子群４１０のソース配線若しくはドレイン配
線等として機能する。配線４１４としては、アルミニウム及びニッケルを含む合金を用い
るのが望ましい。また、この合金に、さらに炭素、コバルト、鉄、珪素等を含有させても
良い。これらの含有率は、例えば、炭素を０．１～３．０原子％、ニッケル、コバルト、
鉄のうち少なくとも一種以上の元素を０．５～７．０原子％、珪素を０．５～２．０原子
％とするのがよい。この材料は、抵抗値が３．０～５．０Ωｃｍと低いのが、特徴の一つ
である。
【００５４】
ここで、配線４１４としてＡｌを用いた場合、陽極１０２、例えばＩＴＯとの腐食が発生
してしまうという問題がある。ただし、このような場合であっても、Ａｌ（又はＡｌ－Ｓ
ｉ合金）をＴｉ又はＴｉＮで挟んだ積層構造をすることにより、ＩＴＯとの良好なコンタ
クトを獲得することができる。例えば、Ｔｉの上に、Ａｌ、Ｔｉの順に積層する積層構造
とすればよい。これに対し、上記Ａｌ－Ｃ合金又はＡｌ－Ｃ－Ｎｉ合金等は、その酸化還
元電位がＩＴＯ等の透明導電膜のそれと非常に近似しているため、積層構造としなくとも
（Ｔｉ又はＴｉＮ等で挟持しなくとも）ＩＴＯ等と直接接するコンタクトが可能である。
配線４１４は、上記合金からなるターゲット材を用い、スパッタリング法を用いて形成す
ることができる。また、上記合金に対し、レジストをマスクとしてエッチングを行う際に
は、ウエットエッチングによって行うのがよい。この場合、エッチャントとしては、リン
酸等を用いることができる。なお、第２の電源３１８に接続される配線も、配線４１４と
同様に形成することができる。
【００５５】
さらに、配線４１４に接して陽極１０２が形成されている。なお、配線４１４と陽極１０
２の積層順は問わない。図４（Ａ）はトップエミッション型であるので、陽極１０２は、
反射性導電膜を用いる。例えば、Ｃｒ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＳｉｘＮｙ、Ｎｉ、Ｗ、ＷＳ
ｉｘ、ＷＮｘ、ＷＳｉｘＮｙ、ＮｂＮ、Ｐｔ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｉｎ又はＭｏから選ばれた元
素、又は前記元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材料を主成分とする膜またはそ
れらの積層膜を用いればよい。
【００５６】
また、図４（Ａ）では、陽極１０２が容量素子３１６が形成される領域まで延在しており
、陽極１０２が容量素子３１６の容量電極の役割をも担っている。勿論、容量電極として
機能する配線（通常、配線４１４と同時に形成する。）を、別途形成しても良い。
【００５７】
なお、第１及び第２の層間絶縁膜の材質については特に制限はないが、例えば、第１の層
間絶縁膜は無機材料、第２の層間絶縁膜は有機材料とすればよい。この際、無機材料とし
ては、酸化珪素、窒化珪素、酸窒化珪素、ＤＬＣ或いは窒化炭素（ＣＮ）等の炭素を有す
る膜、ＰＳＧ（リンガラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）、アルミナ膜等を用いるこ
とができる。形成方法としては、プラズマＣＶＤ法、減圧ＣＶＤ（ＬＰＣＶＤ）法、大気
圧プラズマ等を用いることができる。あるいは、塗布法により得られるＳＯＧ膜（例えば
、アルキル基を含むＳｉＯｘ膜）を用いることもできる。本実施例においては、トランジ
スタ３１２上に設けられる第１の層間絶縁膜４１１は、主にＮａ、Ｏ2、水分等の不純物
のトランジスタ３１２への侵入を阻止するバリア機能を有するため（該機能を有すること
から「キャップ絶縁膜」等と呼ばれることもある。）、できるだけ形成するのが望ましい
が、省略することも可能である。
【００５８】
一方、有機材料としては、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、レジスト材料又はベンゾ
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シクロブテン等の感光性又は非感光性の有機材料や、シロキサン等の耐熱性有機樹脂、を
用いることができる。層間絶縁膜の形成方法としては、その材料に応じて、スピンコート
、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェット法、スクリーン印刷、オフセッ
ト印刷等）、ドクターナイフ、ロールコーター、カーテンコーター、ナイフコーター等を
採用することができる。なお、上記材料を積層させて、第１及び第２の層間絶縁膜を形成
しても良い。
【００５９】
陽極１０２の周囲には、隔壁層４０９（土手、バンク、障壁などとも呼ばれる。）が形成
されている。隔壁層４０９としては、感光性又は非感光性のポリイミド、アクリル、ポリ
アミド、ポリイミドアミド、レジスト材料またはベンゾシクロブテン）等の有機樹脂材料
や、シロキサン等の耐熱性有機樹脂、その他無機絶縁材料（ＳｉＮ、ＳｉＯ、ＳｉＯＮ、
ＳｉＮＯ等）、又はこれらの積層を用いることができる。ここでは窒化シリコン膜で覆わ
れた感光性の有機樹脂を用いる。また、上記絶縁物として、感光性の光によってエッチャ
ントに不溶解性となるネガ型、又は光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいず
れも使用することができる。
【００６０】
なお、隔壁層４０９の側面形状については特に制限はないが、図４等に示すように、Ｓ字
状を有しているのがよい。換言すれば隔壁層４０９の側面において、変曲点を有するよう
な構造とするのが望ましい。これにより、第１の電極（陽極１０２）上に形成される第１
の発光層１０３、中間導電層（すなわち、電子注入を担う層１０４及び正孔注入を担う層
１０５）、第２の発光層１０６、陰極１０７等のカバレッジを良好にすることができる。
ただし、これに限定されるものではなく、絶縁物の上端部のみに曲率半径を有する曲面を
持たせる構造としても良い。
【００６１】
さらに、陽極１０２上には、上記実施の形態の要領で、第１の発光層１０３、中間導電層
（すなわち、電子注入を担う層１０４及び正孔注入を担う層１０５）、第２の発光層１０
６、陰極１０７等が形成される。なお、陰極上には、発光層等への水分や酸素等の不純物
をブロッキングするためのパッシベーション膜や、該パッシベーション膜の応力を緩和す
る層、空気との屈折率の差が小さい低屈折率層等を形成してもよい。
【００６２】
また、本発明に係る発光素子は、陰極１０７を通過させて発光させる上面出射型であるた
め、陰極１０７としては、１ｎｍ～１０ｎｍのアルミニウム膜、もしくはＬｉを微量に含
むアルミニウム膜を用いるとよい。陰極１０７としてＡｌ膜を用いる構成とすると、第２
の発光層１０６と接する材料を酸化物以外の材料で形成することが可能となり、発光装置
の信頼性を向上させることができる。また、１ｎｍ～１０ｎｍのアルミニウム膜を形成す
る前に陰極バッファ層としてＣａＦ2、ＭｇＦ2、またはＢａＦ2からなる透光性を有する
層（膜厚１ｎｍ～５ｎｍ）を形成してもよい。また、陰極１０７の低抵抗化を図るため、
１ｎｍ～１０ｎｍの金属薄膜と透明導電膜（ＩＴＯ、酸化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ

2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等）との積層構造としてもよい。或いは、陰極の低
抵抗化を図るため、発光領域とならない領域の陰極１０７上に補助電極を設けてもよい。
また、陰極形成の際には蒸着による抵抗加熱法を用い、蒸着マスクを用いて選択的に形成
すればよい。
【００６３】
図４（Ａ）に示す構造では、第２の層間絶縁膜４１２に設けられた開孔部を介して、配線
４１４を形成し、陽極１０２と接続しているが、第２の層間絶縁膜４１２上に、さらに第
３の層間絶縁膜及び陽極１０２を設け、第３の層間絶縁膜に設けられた開孔部を介して、
配線４１４と陽極１０２を接続させても良い。第３の層間絶縁膜は、第２の層間絶縁膜と
同様に形成すればよい。このような構成とした場合には、発光素子３１３が形成される領
域がトランジスタ３１２や配線４１４の形成領域によって制限されることなく、より設計
の自由度が増す。また、それによって、所望の開口率を有する表示装置を得ることがさら
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に容易となる。
【００６４】
なお、接続フィルム４０７を設ける位置は、図４（Ａ）に示したものに限定されず、例え
ば、第２の層間絶縁膜４１２上に、配線４１４と直接接続するように形成してもよい。ま
た、空間４１８は、樹脂等によって充填してもよい。
【００６５】
次に、図４（Ｂ）に示す構成について説明する。図４（Ｂ）は、本発明に係る発光素子を
デュアルエミッション型発光装置に適用した場合の発光領域４００の断面図を示している
。図４（Ｂ）では、Ｒ、Ｇ、Ｂに相当する発光素子３１３が設けられている。Ｒ、Ｇ、Ｂ
に相当する発光層は、上記実施の形態の要領で作成することができる。
【００６６】
また、図４（Ｂ）に係る発光装置は、デュアルエミッション型（両面出射型）であるため
、陽極１０２及び陰極１０７ともに、透光性を有している必要がある。したがって、陽極
１０２としては、代表的にはＩＴＯを用いるが、他にもＩＴＯに酸化珪素を含有させたＩ
ＴＳＯ、酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ガリウムを添加した酸化亜鉛（Ｇ
ＺＯ）、酸化インジウムに１～２０％程度の酸化亜鉛を混合した酸化インジウム亜鉛（Ｉ
ＺＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）等の透明導電膜を用いることもできる。
【００６７】
一方、陰極１０７としては、Ａｌ、ＡｌＬｉ、ＭｇＡｇ、ＭｇＩｎ、Ｃａ、又は周期表の
１族もしくは２族に属する元素とアルミニウムとを共蒸着法により形成した透光性導電膜
を用いることができる。これらの材料は仕事関数が小さく、電子を取り出しやすいため、
陰極材料として好適である。ただし、光透過性を確保するために、超薄膜とすることが必
要である。また、陰極１０７として、ＩＴＯ等の透明導電膜を用いることもできるが、こ
のままでは陰極として機能しないので、ＩＴＯと第２の発光層１０６の間に陰極用材料で
あるＬｉ等の薄膜を形成すればよい。
【００６８】
陽極１０２上には、上記実施の形態の要領で、第１の発光層１０３、中間導電層（すなわ
ち、電子注入を担う層１０４及び正孔注入を担う層１０５）、第２の発光層１０６、陰極
１０７等が形成される。なお、陰極上には、発光層等への水分や酸素等の不純物をブロッ
キングするためのパッシベーション膜や、該パッシベーション膜の応力を緩和する層、空
気との屈折率の差が小さい低屈折率層等を形成してもよい。
【００６９】
また、図４（Ｂ）に係る発明は、第２の層間絶縁膜及び隔壁層の全部又は一部として、ア
クリル、ポリイミド、シロキサン等の有機材料に、カーボン（炭素）又は金属の粒子を添
加した遮光性を有する層間絶縁膜４１７及び遮光性を有する隔壁層４１６を用いた構成を
有する。そして、遮光性を有する層間絶縁膜４１７には、発光層からの光を通過させるた
めの開口部が設けられており、その開口部は、アクリル、ポリイミド、シロキサン等の透
光性樹脂４１５で充填されている。
【００７０】
ここで、遮光性を有する層間絶縁膜４１７及び遮光性を有する隔壁層４１６は、振とう機
や超音波振動器等を用いて、アクリル、ポリイミド、シロキサン等の有機材料に、カーボ
ンや、遮光性を有する金属の粒子を添加して撹拌した後、必要に応じて濾過を行い、その
後、スピンコート法を用いて形成される。有機材料にカーボン粒子や金属粒子を添加する
際は、均一に混合されるように、界面活性剤や分散剤などを添加してもよい。また、カー
ボン粒子を添加する際は、カーボン粒子の濃度が重量パーセントで５～１５％となるよう
に、その添加量を調節するとよい。また、スピンコート法で形成した後の薄膜をそのまま
用いてもよいが、硬化を目的とした焼成を行ってもよい。成膜された薄膜の透過率と反射
率は、共に０％、又はほぼ０％に近い値となる。
【００７１】
また、第１の層間絶縁膜４１１、配線４１４等の材質、構成は、図４（Ａ）に係る発明の
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構成に準ずる。また、第２の層間絶縁膜上に第３の層間絶縁膜を別途形成して、その全部
又は一部を遮光性を有する層間絶縁膜としてもよい。
【００７２】
図４（Ｂ）に示すデュアルエミッション型表示装置は、遮光性を有する層間絶縁膜４１７
、遮光性を有する隔壁層４１６が設けられていることにより、発光層からの不要光（下面
出射された光が反射することによって発生する光も含む。）により、画素間の輪郭がぼや
けたりする影響を抑制することができる。つまり、遮光性を有する上記絶縁膜が不要光を
吸収するために、画素間の輪郭が明瞭なものとなり、高精細な画像を表示することができ
る。また、遮光膜の配置により不要光による影響を抑制することができるために、偏光板
が不要となり、小型化、軽量化、薄型化が実現される。また、不要光が特に画素のトラン
ジスタ形成領域にリークすることを防止することができ、信頼性の高いトランジスタによ
るアクティブマトリクス駆動が可能となる。
【００７３】
なお、図４（Ａ）及び（Ｂ）において、上記実施の形態で示したように、発光素子３１３
からの発光光を白色とする場合には、表示装置の各画素部にＲ、Ｇ、Ｂのカラーフィルタ
を設けることにより、フルカラーの表示装置を得ることができる。カラーフィルタは、公
知の材料、公知の方法によって作成することができる。また、デュアルエミッション型の
場合には、第２の層間絶縁膜４１２（又は遮光性を有する層間絶縁膜４１７）に設けられ
た開口部に、赤、緑、青色の顔料を含み、かつ透光性を有する樹脂を充填することにより
、下側のカラーフィルタ（又はカラーフィルタ機能を有する膜）が形成される。この顔料
を含んだ樹脂は、液滴吐出法を用いて選択的に形成するのが望ましい。また、対向基板側
には、公知の材料、方法により、当該下側のカラーフィルタに対応する上側のカラーフィ
ルタを形成する（図示せず）。
【００７４】
通常、カラーフィルタを形成する場合には、その周囲にブラックマトリクス（Ｒ、Ｇ、Ｂ
の各画素を光学的に分離するための格子状又はストライプ状の遮光膜）を設ける。しかし
、上述した図４（Ｂ）の構成に係る発明では、当該ブラックマトリクスを用いる代わりに
、遮光したい箇所に、遮光性を有する隔壁層４１６又は遮光性を有する層間絶縁膜４１７
が形成されている。したがって、ブラックマトリクスを別途形成するのと比較して、本発
明は、アライメントが取りやすくなることによって歩留まりが向上し、また、余分な工程
を追加する必要がないためコスト削減につながる。
【００７５】
なお、本実施例において、遮光性を有する隔壁層４１６、遮光性を有する層間絶縁膜４１
７のうち、少なくとも一方が形成されていれば、発光層からの不要光による悪影響を抑制
する等の上記効果を発揮することができる。勿論、両方形成されていることが望ましいこ
とは言うまでもない。また、図４（Ａ）、（Ｂ）に係る発明におけるそれぞれの特徴的部
分は、相互に置換又は組み合わせて実施することができる。
【００７６】
なお、本実施例において、陽極１０２と陰極１０７を入れ替えた構成としても良い。この
場合には、陰極１０７に接続されるトランジスタ３１２の極性を替えればよい。また、本
実施例は、上記実施の形態及び他の実施例と自由に組み合わせることができる。
【実施例２】
【００７７】
本実施例では、図３（Ａ）に示した画素回路以外で、本発明に適用可能な画素回路の例に
ついて、図５を参照して説明する。図５（Ａ）は、図３（Ａ）に示した画素３１０に、消
去用のトランジスタ３４０と、消去用のゲート線Ｒｙを新たに設けた構成の画素回路であ
る。トランジスタ３４０の配置により、強制的に発光素子３１３に電流が流れない状態を
作ることができるため、全ての画素３１０に対する信号の書き込みを待つことなく、書き
込み期間の開始と同時又は直後に点灯期間を開始することができる。従って、デューティ
比が向上して、動画の表示は特に良好に行うことができる。
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【００７８】
図５（Ｂ）は、図３（Ａ）に示した画素３１０のトランジスタ３１２を削除して、新たに
、トランジスタ３４１、３４２と、電源線Ｖａｘ（ｘは自然数、１≦ｘ≦ｌ）を設けた画
素回路である。電源線Ｖａｘは電源３４３に接続する。本構成では、トランジスタ３４１
のゲート電極を一定の電位に保持した電源線Ｖａｘに接続することにより、トランジスタ
３４１のゲート電極の電位を固定にし、なおかつ飽和領域で動作させる。また、トランジ
スタ３４２は線形領域で動作させて、そのゲート電極には、画素の点灯又は非点灯の情報
を含むビデオ信号を入力する。線形領域で動作するトランジスタ３４２のソースドレイン
間電圧の値は小さいため、トランジスタ３４２のゲート・ソース間電圧の僅かな変動は、
発光素子３１３に流れる電流値には影響を及ぼさない。従って、発光素子３１３に流れる
電流値は、飽和領域で動作するトランジスタ３４１により決定される。上記構成を有する
本発明は、トランジスタ３４１の特性バラツキに起因した発光素子３１３の輝度ムラを改
善して画質を高めることができる。本実施例は、上記実施の形態及び他の実施例と自由に
組み合わせることができる。
【実施例３】
【００７９】
本実施例では、図６を参照して、上記実施例における配線４１４（第２の電源３１８を含
む。本実施例において以下同じ。）及び画素電極（陽極又は陰極）の積層構造について説
明する。図６の各図は、画素領域の発光素子の一部分のみ抽出して示したものであり、第
２の発光層、中間導電層等の図示は省略した。
【００８０】
図６（Ａ）は、配線としてＭｏ６００、アルミニウムを含む合金６０１の積層構造とし、
画素電極（例えば、陽極１０２。本実施例において以下同じ。）としてＩＴＯ６０２とし
た場合を示している。アルミニウムを含む合金６０１としては、アルミニウムに、炭素、
ニッケル、コバルト、鉄、珪素等を含有させたものが望ましい。これらの含有率は、例え
ば、炭素を０．１～３．０原子％、ニッケル、コバルト、鉄のうち少なくとも一種以上の
元素を０．５～７．０原子％、珪素を０．５～２．０原子％とするのがよい。この材料は
、抵抗値が３．０～５．０Ωｃｍと低いのが、特徴の一つである。なお、ここでＭｏ６０
０は、バリアメタルとして機能する。
【００８１】
このように、アルミニウムを含む合金６０１にニッケル、コバルト、鉄のうち少なくとも
一種以上の元素を０．５％以上含有させた場合には、ＩＴＯ６０２の電極電位に近づける
ことができ、ＩＴＯ６０２と直接接するコンタクトが可能になる。また、アルミニウムを
含む合金６０１の耐熱性も向上する。また、炭素の含有量を０．１％以上とすることによ
り、ヒロックの発生を抑制することができる。また、珪素を含有させた場合にも、高温で
加熱処理した際でも、ヒロックが発生しにくくなるというメリットがある。
【００８２】
図６（Ｂ）は、配線としてアルミニウムを含む合金６０３を用い、画素電極としてＩＴＯ
６０２を用いる場合を示している。ここでは、アルミニウムを含む合金６０３は、少なく
ともニッケルを含む構成とする。このアルミニウムを含む合金６０３を形成した後、該合
金に含まれるニッケルがしみ出してきて、画素領域を駆動させるための能動素子（例えば
、ＴＦＴ）のシリコン半導体層６０８のＳｉと化学反応することにより、ニッケルシリサ
イド６０７が形成され、接合性が向上するというメリットがある。
【００８３】
図６（Ｃ）は、配線としてアルミニウムを含む合金６０４を、画素電極としてＩＴＯ６０
５を積層させた場合を示している。特に、両者の組合せの積層構造を採用した場合、平坦
性が著しく向上することが実験的に判った。例えば、Ａｌ－Ｓｉ合金の上に、ＴｉＮを形
成した配線とＩＴＯの積層構造、Ａｌ－Ｓｉ合金の上に、ＴｉＮを形成した配線とＩＴＳ
Ｏの積層構造の場合と比較すると、その平坦性は約２倍の良好さを示した。
【００８４】
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図６（Ｄ）は、配線として、また画素電極として、ともにアルミニウムを含む合金６０４
、６０６を用いた場合を示している。
【００８５】
上記アルミニウムを含む合金は、ウエットエッチングによって簡単にパターニング形成が
できることから、その用途は、配線、画素電極を問わず幅広く利用できる。ただし、上記
アルミニウムを含む合金は、反射性に優れているため、トップエミッション型とする場合
には好適である。また、ボトムエミッション又はデュアルエミッション型表示装置とする
場合には、配線又は画素電極を光が透過できるように、薄膜として形成する必要がある。
なお、本実施例は、上記実施の形態及び他の実施例と自由に組み合わせることができる。
【実施例４】
【００８６】
本発明に係る発光素子を含む画素領域を備えた表示装置を用いた電子機器として、テレビ
ジョン装置（テレビ、テレビジョン受信機）、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、
携帯電話装置（携帯電話機）、ＰＤＡ等の携帯情報端末、携帯型ゲーム機、モニタ、コン
ピュータ、カーオーディオ等の音響再生装置、家庭用ゲーム機等の記録媒体を備えた画像
再生装置等が挙げられる。その具体例について、図７を参照して説明する。
【００８７】
図７（Ａ）に示す本発明の表示装置を用いた携帯情報端末は、本体９２０１、表示部９２
０２等を含み、本発明により高精細な画像を表示することができる。図７（Ｂ）に示す本
発明の表示装置を用いたデジタルビデオカメラは、表示部９７０１、９７０２等を含み、
本発明により高精細な画像を表示することができる。図７（Ｃ）に示す本発明の表示装置
を用いた携帯端末は、本体９１０１、表示部９１０２等を含み、本発明により高精細な画
像を表示することができる。図７（Ｄ）に示す本発明の表示装置を用いた携帯型のテレビ
ジョン装置は、本体９３０１、表示部９３０２等を含み、本発明により高精細な画像を表
示することができる。図７（Ｅ）に示す本発明の表示装置を用いた携帯型のコンピュータ
は、本体９４０１、表示部９４０２等を含み、本発明により高精細な画像を表示すること
ができる。図７（Ｆ）に示す本発明の表示装置を用いたテレビジョン装置は、本体９５０
１、表示部９５０２等を含み、本発明により高精細な画像を表示することができる。また
、上記実施例のように、遮光性を有する層間絶縁膜又は遮光性を有する隔壁層を設けた場
合には、不要光による影響を抑制することができるために、偏光板が不要となり、小型化
、軽量化、薄型化が実現される。
【００８８】
ここで、上記テレビジョン装置の主要な構成について、図８のブロック図を用いて簡単に
説明する。図中、ＥＬ表示パネル７０１は、本発明に係る表示装置を用いて作製されてお
り、さらにＥＬ表示パネル７０１と外部回路との接続方法として、（１）表示パネルの画
素部と走査線側駆動回路７０３を基板上に一体形成し、さらに信号線側駆動回路７０２を
別途ドライバＩＣとして実装する場合、（２）表示パネルの画素部のみが形成されて走査
線側駆動回路７０３と信号線側駆動回路７０２とがＴＡＢ方式により実装される場合、（
３）表示パネルの画素部とその周辺に走査線側駆動回路７０３と信号線側駆動回路７０２
とがＣＯＧ方式により実装される場合、などがあるが、どのような形態としても良い。
【００８９】
その他の外部回路の構成として、映像信号の入力側では、チューナ７０４で受信した信号
のうち、映像信号を増幅する映像波増幅回路７０５と、そこから出力される信号を赤、緑
、青の各色に対応した色信号に変換する映像信号処理回路７０６と、その映像信号をドラ
イバＩＣの入力仕様に変換するためのコントロール回路７０７などからなっている。コン
トロール回路７０７は、走査線側と信号線側にそれぞれ信号が出力する。デジタル駆動す
る場合には、信号線側に信号分割回路７０８を設け、入力デジタル信号をｍ個に分割して
供給する構成としても良い。
【００９０】
チューナ７０４で受信した信号のうち、音声信号は、音声波増幅回路７０９に送られ、そ
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の出力は音声信号処理回路７１０を経てスピーカ７１３に供給される。制御回路７１１は
受信局（受信周波数）や音量の制御情報を入力部７１２から受け、チューナ７０４や音声
信号処理回路７１０に信号を送出する。
【００９１】
このような外部回路と、ＥＬ表示パネルを筐体に組みこんで、図７（Ｆ）に示すようなテ
レビ受像機を完成させることができる。勿論、本発明はテレビ受像機に限定されず、パー
ソナルコンピュータのモニタをはじめ、鉄道の駅や空港などにおける情報表示盤や、街頭
における広告表示盤など特に大面積の表示媒体として様々な用途に適用することができる
。なお、本実施例は、上記実施の形態又は他の実施例と自由に組み合わせることができる
。
【実施例５】
【００９２】
本発明に係る表示装置は、メモリや処理回路などの機能回路やアンテナコイルを搭載する
ことで、非接触でデータの送受信が可能なＩＤカードとして用いることができる。そのよ
うなＩＤカードの構成の一例について図面を参照して説明する。
【００９３】
図９（Ａ）に、本発明に係る表示装置を内蔵したＩＤカードの一形態を示す。図９（Ａ）
に示すＩＤカードは、非接触で端末装置のリーダ／ライタとデータの送受信を行う非接触
型である。８０１はカード本体であり、８０２はカード本体８０１に搭載されている表示
装置の画素部に相当する。
【００９４】
図９（Ｂ）に、図９（Ａ）に示したカード本体８０１に含まれるカード基板８０３の構成
を示す。カード基板８０３には、薄膜の半導体膜で形成されたＩＤチップ８０４と、上記
実施の形態又は実施例に係る表示装置８０５とが貼り合わされている。ＩＤチップ８０４
と表示装置８０５は共に別途用意された基板上において形成された後、カード基板８０３
上に転写されたものである。転写方法としては、多数のＴＦＴからなる薄膜集積回路を作
製した後、小型真空ピンセット等を用いて、貼り付ける方法や、ＵＶ光照射法を用いて選
択的に貼り付ける方法などがある。また、表示装置における画素部や駆動回路部について
も、同様に行うことができる。ＩＤチップ８０４と表示装置８０５とを含む、薄膜の半導
体膜を用いて形成され、なおかつ形成後にカード基板に転写される部分を、薄膜部８０７
と呼ぶ。
【００９５】
またカード基板８０３には、ＴＦＴを用いて作製された集積回路８０６が実装されている
。集積回路８０６の実装の仕方は、特に限定されるものではなく、公知のＣＯＧ方法やワ
イヤボンディング方法、或いはＴＡＢ方法などを用いることができる。集積回路８０６は
、薄膜部８０７と、カード基板８０３に形成された配線８０８を介して電気的に接続され
ている。
【００９６】
またカード基板８０３上には、集積回路８０６と電気的に接続されたアンテナコイル８０
９が形成されている。アンテナコイル８０９により、端末装置との間のデータの送受信を
、電磁誘導を用いて非接触で行うことができるので、非接触型のＩＤカードは接触型に比
べてＩＤカードが物理的な磨耗による損傷を受けにくい。さらに非接触型のＩＤカードは
、非接触にて情報の管理を行うタグ（無線タグ）としても用いることができる。非接触型
のＩＤカードは、同じく非接触で情報の読み取りができるバーコードに比べて、管理可能
な情報量が飛躍的に高い。また情報を読み取ることができる端末装置との間の距離を、バ
ーコードを用いた場合に比べて長くすることができる。
【００９７】
なお図９（Ｂ）では、アンテナコイル８０９をカード基板８０３上に形成した例を示して
いるが、別途作製しておいたアンテナコイルをカード基板８０３に実装するようにしても
良い。例えば銅線などをコイル状に巻き、１００μｍ程度の厚さを有する２枚のプラスチ
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ックフィルムの間に該銅線を挟んでプレスしたものを、アンテナコイルとして用いること
ができる。また、薄膜集積回路の中に、アンテナコイルを作りこんでおいても良い。また
、図９（Ｂ）では、１つのＩＤカードにアンテナコイル８０９が１つだけ用いられている
が、アンテナコイル８０９が複数用いられていても良い。
【００９８】
なお、図９では表示装置８０５を搭載したＩＤカードの形態を示しているが、この構成に
限定されるものではなく、必ずしも表示装置を設ける必要はない。ただし、表示装置を設
けることで、顔写真のデータを表示装置において表示させることができ、印刷法を用いた
場合に比べて顔写真のすり替えを困難にすることができる。また顔写真以外の情報を表示
することができ、ＩＤカードの高機能化を実現することができる。
【００９９】
なお、カード基板８０３には、可撓性を有するプラスチック基板を用いることができる。
プラスチック基板としては、極性基のついたノルボルネン樹脂からなるＡＲＴＯＮ：ＪＳ
Ｒ製を用いることができる。また、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエーテ
ルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（ＰＣ
）、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリスルホン（ＰＳＦ）、ポ
リエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリブチレンテレフタレート
（ＰＢＴ）、ポリイミドなどのプラスチック基板を用いることができる。
【０１００】
なお、本実施例では、ＩＤチップと薄膜集積回路との間の電気的な接続は、図９において
示した形態に限定されない。例えば、カード基板上に形成された配線を介すのではなく、
ＩＤチップの端子と薄膜集積回路の端子とを異方性の導電性樹脂やハンダなどで直接接続
するようにしても良い。また図９において、薄膜集積回路と、カード基板に形成された配
線との間の接続は、ワイヤボンディング法、ソルダーボールを用いたフリップチップ法で
接続しても良いし、異方性の導電性樹脂やハンダなどで直接接続しても良いし、その他の
方法を用いて接続しても良い。また、本発明に係る表示装置は、ＩＤカードのみならず、
ＩＤタグ、無線チップ、無線タグ等の半導体装置に組み込んで使用することもできる。
【実施例６】
【０１０１】
上述した本発明の発光素子は、表示機能を有する発光装置の画素部や、照明機能を有する
発光装置の照明部に適用することができる。本実施例では、表示機能を有する発光装置の
回路構成および駆動方法について図１０～１３を用いて説明する。
【０１０２】
図１０は本発明を適用した発光装置を上面からみた模式図である。図１０において、基板
６５００上には、画素部６５１１と、ソース信号線駆動回路６５１２と、書込用ゲート信
号線駆動回路６５１３と、消去用ゲート信号線駆動回路６５１４とが設けられている。ソ
ース信号線駆動回路６５１２と、書込用ゲート信号線駆動回路６５１３と、消去用ゲート
信号線駆動回路６５１４とは、それぞれ、配線群を介して、外部入力端子であるＦＰＣ（
フレキシブルプリントサーキット）６５０３と接続している。そして、ソース信号線駆動
回路６５１２と、書込用ゲート信号線駆動回路６５１３と、消去用ゲート信号線駆動回路
６５１４とは、それぞれ、ＦＰＣ６５０３からビデオ信号、クロック信号、スタート信号
、リセット信号等を受け取る。またＦＰＣ６５０３にはプリント配線基盤（ＰＷＢ）６５
０４が取り付けられている。なお、駆動回路部は、上記のように必ずしも画素部６５１１
と同一基板上に設けられている必要はなく、例えば、配線パターンが形成されたＦＰＣ上
にＩＣチップを実装したもの（ＴＣＰ）等を利用し、基板外部に設けられていてもよい。
【０１０３】
画素部６５１１には、列方向に延びた複数のソース信号線が行方向に並んで配列している
。また、電流供給線が行方向に並んで配列している。また、画素部６５１１には、行方向
に延びた複数のゲート信号線が列方向に並んで配列している。また画素部６５１１には、
発光素子を含む一組の回路が複数配列している。
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【０１０４】
図１１は、一画素を動作するための回路を表した図である。図１１に示す回路には、第１
のトランジスタ９０１と第２のトランジスタ９０２と発光素子９０３とが含まれている。
第１のトランジスタ９０１と、第２のトランジスタ９０２とは、それぞれ、ゲート電極と
、ドレイン領域と、ソース領域とを含む三端子の素子であり、ドレイン領域とソース領域
の間にチャネル領域を有する。ここで、ソース領域とドレイン領域とは、トランジスタの
構造や動作条件等によって変わるため、いずれがソース領域またはドレイン領域であるか
を限定することが困難である。そこで、本形態においては、ソースまたはドレインとして
機能する領域を、それぞれ第１電極、第２電極と表記する。
【０１０５】
ゲート信号線９１１と、書込用ゲート信号線駆動回路９１３とはスイッチ９１８によって
電気的に接続または非接続の状態になるように設けられている。また、ゲート信号線９１
１と、消去用ゲート信号線駆動回路９１４とはスイッチ９１９によって電気的に接続また
は非接続の状態になるように設けられている。また、ソース信号線９１２は、スイッチ９
２０によってソース信号線駆動回路９１５または電源９１６のいずれかに電気的に接続す
るように設けられている。そして、第１のトランジスタ９０１のゲートはゲート信号線９
１１に電気的に接続している。また、第１のトランジスタ９０１の第１電極はソース信号
線９１２に電気的に接続し、第２電極は第２のトランジスタ９０２のゲート電極と電気的
に接続している。第２のトランジスタ９０２の第１電極は電流供給線９１７と電気的に接
続し、第２電極は発光素子９０３に含まれる一の電極と電気的に接続している。なお、ス
イッチ９１８は、書込用ゲート信号線駆動回路９１３に含まれていてもよい。またスイッ
チ９１９についても消去用ゲート信号線駆動回路９１４の中に含まれていてもよい。また
、スイッチ９２０についてもソース信号線駆動回路９１５の中に含まれていてもよい。
【０１０６】
また画素部におけるトランジスタや発光素子等の配置について特に限定はないが、例えば
図１２の上面図に表すように配置することができる。図１２において、第１のトランジス
タ１００１の第１電極はソース信号線１００４に接続し、第２の電極は第２のトランジス
タ１００２のゲート電極に接続している。また第２のトランジスタ１００２の第１電極は
電流供給線１００５に接続し、第２電極は発光素子の電極１００６に接続している。ゲー
ト信号線１００３の一部は第１のトランジスタ１００１のゲート電極として機能する。
【０１０７】
次に、駆動方法について説明する。図１３は時間経過に伴ったフレームの動作について説
明する図である。図１３において、横方向は時間経過を表し、縦方向はゲート信号線の走
査段数を表している。
【０１０８】
本発明の発光装置を用いて画像表示を行うとき、表示期間においては、画面の書き換え動
作と表示動作とが繰り返し行われる。この書き換え回数について特に限定はないが、画像
をみる人がちらつき（フリッカ）を感じないように少なくとも１秒間に６０回程度とする
ことが好ましい。ここで、一画面（１フレーム）の書き換え動作と表示動作を行う期間を
１フレーム期間という。
【０１０９】
１フレームは、図１３に示すように、書き込み期間５０１ａ、５０２ａ、５０３ａ、５０
４ａと保持期間５０１ｂ、５０２ｂ、５０３ｂ、５０４ｂとを含む４つのサブフレーム５
０１、５０２、５０３、５０４に時分割されている。発光するための信号を与えられた発
光素子は、保持期間において発光状態となっている。各々のサブフレームにおける保持期
間の長さの比は、第１のサブフレーム５０１：第２のサブフレーム５０２：第３のサブフ
レーム５０３：第４のサブフレーム５０４＝２3：２2：２1：２0＝８：４：２：１となっ
ている。これによって４ビット階調を表現することができる。但し、ビット数及び階調数
はここに記すものに限定されず、例えば８つのサブフレームを設け８ビット階調を行える
ようにしてもよい。



(22) JP 5005081 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

【０１１０】
１フレームにおける動作について説明する。まず、サブフレーム５０１において、１行目
から最終行まで順に書き込み動作が行われる。従って、行によって書き込み期間の開始時
間が異なる。書き込み期間５０１ａが終了した行から順に保持期間５０１ｂへと移る。当
該保持期間において、発光するための信号を与えられている発光素子は発光状態となって
いる。また、保持期間５０１ｂが終了した行から順に次のサブフレーム５０２へ移り、サ
ブフレーム５０１の場合と同様に１行目から最終行まで順に書き込み動作が行われる。以
上のような動作を繰り返し、サブフレーム５０４の保持期間５０４ｂ迄終了する。サブフ
レーム５０４における動作を終了したら次のフレームへ移る。このように、各サブフレー
ムにおいて発光した時間の積算時間が、１フレームにおける各々の発光素子の発光時間と
なる。この発光時間を発光素子ごとに変えて一画素内で様々に組み合わせることによって
、明度および色度の異なる様々な表示色を形成することができる。
【０１１１】
サブフレーム５０４のように、最終行目までの書込が終了する前に、既に書込を終え、保
持期間に移行した行における保持期間を強制的に終了させたいときは、保持期間５０４ｂ
の後に消去期間５０４ｃを設け、強制的に非発光の状態となるように制御することが好ま
しい。そして、強制的に非発光状態にした行については、一定期間、非発光の状態を保つ
（この期間を非発光期間５０４ｄとする。）。そして、最終行目の書込期間が終了したら
直ちに、一行目から順に次の（またはフレーム）の書込期間に移行する。なお、このよう
にある行の画素では書き込みを行い、またある行の画素には画素を非発光の状態にする消
去信号を入力するには、図１５に示すように、１水平期間を２つに分割し、一方の期間を
書き込みにあて、他方の期間を消去にあてる。分割された水平期間内で、各々のゲート信
号線９１１を選択し、そのときに対応する信号をソース信号線９１２に入力する。例えば
、ある１水平期間において、前半はｉ行目を選択し、後半はｊ行目を選択する。すると、
１水平期間において、あたかも同時に２行分を選択したかのように動作させることが可能
となる。つまり、それぞれの１水平期間の書き込み期間を用いて、書き込み期間５０１ａ
～５０４ａに画素へ映像信号を書き込む。そして、このときの１水平期間の消去期間には
画素を選択しない。また、別の１水平期間の消去期間を用いて消去期間５０４ｃに画素へ
書き込まれた信号を消去する。このときの１水平期間の書き込み期間には画素を選択しな
い。これによって、開口率の高い画素を有する表示装置を提供することができ、歩留まり
の向上を図ることができる。
【０１１２】
なお、本実施例では、サブフレーム５０１乃至５０４は保持期間の長いものから順に並ん
でいるが、必ずしも本実施例のような並びにする必要はなく、例えば保持期間の短いもの
から順に並べられていてもよいし、または保持期間の長いものと短いものとがランダムに
並んでいてもよい。また、サブフレームは、さらに複数のフレームに分割されていてもよ
い。つまり、同じ映像信号を与えている期間、ゲート信号線の走査を複数回行ってもよい
。
【０１１３】
ここで、書込期間および消去期間における、図１１で示す回路の動作について説明する。
まず書込期間における動作について説明する。書込期間において、ｉ行目（ｉは自然数）
のゲート信号線９１１は、スイッチ９１８を介して書込用ゲート信号線駆動回路９１３と
電気的に接続し、消去用ゲート信号線駆動回路９１４とは非接続である。また、ソース信
号線９１２はスイッチ９２０を介してソース信号線駆動回路９１５と電気的に接続してい
る。ここで、ｉ行目のゲート信号線９１１に接続した第１のトランジスタ９０１のゲート
に信号が入力され、第１のトランジスタ９０１はオンとなる。そして、この時、１列目か
ら最終列目迄のソース信号線に同時に映像信号が入力される。なお、各列のソース信号線
９１２から入力される映像信号は互いに独立したものである。ソース信号線９１２から入
力された映像信号は、各々のソース信号線に接続した第１のトランジスタ９０１を介して
第２のトランジスタ９０２のゲート電極に入力される。この時、第２のトランジスタ９０
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２のゲート電極に入力された信号によって、第２のトランジスタ９０２のオンオフが制御
される。そして、第２のトランジスタ９０２がオンすると発光素子９０３に電圧が印加さ
れ、発光素子９０３に電流が流れる。つまり、第２のトランジスタ９０２のゲート電極に
入力する信号によって、発光素子９０３の発光又は非発光が決まる。例えば、第２のトラ
ンジスタ９０２がＰチャネル型である場合は、第２のトランジスタ９０２のゲート電極に
Ｌｏｗ　Ｌｅｖｅｌの信号が入力されることによって発光素子９０３が発光する。一方、
第２のトランジスタ９０２がＮチャネル型である場合は、第２のトランジスタ９０２のゲ
ート電極にＨｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌの信号が入力されることによって発光素子９０３が発光
する。
【０１１４】
次に消去期間における動作について説明する。消去期間において、ｊ行目（ｊは自然数）
のゲート信号線９１１は、スイッチ９１９を介して消去用ゲート信号線駆動回路９１４と
電気的に接続し、書込用ゲート信号線駆動回路９１３とは非接続である。また、ソース信
号線９１２はスイッチ９２０を介して電源９１６と電気的に接続している。ここで、ｊ行
目のゲート信号線９１１に接続した第１のトランジスタ９０１のゲートに信号が入力され
、第１のトランジスタ９０１はオンとなる。そして、この時、１列目から最終列目迄のソ
ース信号線に同時に消去信号が入力される。ソース信号線９１２から入力された消去信号
は、各々のソース信号線に接続した第１のトランジスタ９０１を介して第２のトランジス
タ９０２のゲート電極に入力される。この時第２のトランジスタ９０２のゲート電極に入
力された消去信号によって、第２のトランジスタ９０２はオフし、電流供給線９１７から
発光素子９０３への電流の供給が阻止される。そして、発光素子９０３は強制的に非発光
となる。例えば、第２のトランジスタ９０２がＰチャネル型である場合は、第２のトラン
ジスタ９０２のゲート電極にＨｉｇｈ　Ｌｅｖｅｌの信号が入力されることによって発光
素子９０３は非発光となる。一方、第２のトランジスタ９０２がＮチャネル型である場合
は、第２のトランジスタ９０２のゲート電極にＬｏｗ　Ｌｅｖｅｌの信号が入力されるこ
とによって発光素子９０３は非発光となる。
【０１１５】
なお、消去期間では、ｊ行目については、以上に説明したような動作によって消去する為
の信号を入力する。しかし、前述のように、ｊ行目が消去期間であると共に、他の行（ｉ
行目とする。）については書込期間となる場合がある。このような場合、同じ列のソース
信号線を利用してｊ行目には消去の為の信号を、ｉ行目には書込の為の信号を入力する必
要があるため、以下に説明するような動作をさせることが好ましい。
【０１１６】
消去期間における動作によって、ｊ－１行目の発光素子９０３が非発光となった後、直ち
に、ゲート信号線９１１と消去用ゲート信号線駆動回路９１４とを非接続の状態とすると
共に、スイッチ９２０を切り替えてソース信号線９１２とソース信号線駆動回路９１５と
接続させる。そして、ソース信号線９１２とソース信号線駆動回路９１５とを接続させる
と共に、スイッチ９１８を切り替えてゲート信号線９１１と書込用ゲート信号線駆動回路
９１３とを接続させる。そして、書込用ゲート信号線駆動回路９１３からｉ行目のゲート
信号線９１１に選択的に信号が入力され、第１のトランジスタ９０１がオンすると共に、
ソース信号線駆動回路９１５からは、１列目から最終列目迄のソース信号線９１２に書込
の為の映像信号が入力される。この映像信号によって、ｉ行目の発光素子９０３は、発光
または非発光となる。
【０１１７】
以上のようにしてｉ行目について書込期間を終えたら、直ちに、ｊ行目の消去期間に移行
する。その為にスイッチ９１８を切り替えて、ゲート信号線と書込用ゲート信号線駆動回
路９１３を非接続とすると共に、スイッチ９２０を切り替えてソース信号線を電源９１６
と接続する。また、ゲート信号線９１１と書込用ゲート信号線駆動回路９１３を非接続と
すると共に、ゲート信号線９１１については、スイッチ９１９を切り替えて消去用ゲート
信号線駆動回路９１４と接続状態にする。そして、消去用ゲート信号線駆動回路９１４か
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らｊ行目のゲート信号線９１１に選択的に信号を入力して第１のトランジスタ９０１がオ
ンすると共に、電源９１６から消去信号が入力される。そして、消去信号により、発光素
子９０３は強制的に非発光となる。このようにして、ｊ行目の消去期間を終えたら、直ち
に、ｉ＋１行目の書込期間に移行する。以下、同様に、消去期間と書込期間とを繰り返し
、最終行目の消去期間まで動作させればよい。
【０１１８】
なお、本形態では、ｊ－１行目の消去期間とｊ行目の消去期間との間にｉ行目の書込期間
を設ける態様について説明したが、これに限らず、ｊ行目の消去期間とｊ＋１行目の消去
期間との間にｉ行目の書込期間を設けてもよい。
【０１１９】
また、本形態では、サブフレーム５０４のように非発光期間５０４ｄを設ける場合におい
て、消去用ゲート信号線駆動回路９１４と或る一のゲート信号線とを非接続状態にすると
共に、書込用ゲート信号線駆動回路９１３と他のゲート信号線とを接続状態にする動作を
繰り返している。このような動作は、特に非発光期間を設けないフレームにおいて行って
も構わない。なお、本実施例は、上記実施の形態又は他の実施例と自由に組み合わせるこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
本発明に係る発光素子は、画素電極と対向電極の間に複数の発光層を有するＥＬ素子にお
いて、各発光層の間に中間導電層を設け、かつ中間導電層（複数の中間導電層が設けられ
る場合においては、それらの少なくとも一の中間導電層）において、正孔注入又は電子注
入を担う層のいずれかが、膜状ではなく、島状に形成されていることを特徴とする。この
ような構造を採用することによって、中間導電層の電子（又は正孔）を注入する層に関し
、材料の透明性を一切考慮する必要が無い、発光層からの発光は、中間導電層によって殆
んど吸収されることが無い、中間導電層の材料の結晶性も考慮する必要が無い、素子の作
製時間が短縮される等の、様々な効果を生み出すことができる。
【０１２１】
また、上記作用効果を有する発光素子はＥＬディスプレイに代表される表示装置に採用す
ることができる。該表示装置は、互いに直交するように設けられた２種類のストライプ状
電極の間に発光層及び中間導電層を形成する方式（単純マトリクス方式）、又はＴＦＴに
接続されマトリクス状に配列された画素電極と対向電極との間に発光層及び中間導電層を
形成する方式（アクティブマトリクス方式）の２種類に大別されるが、本発明に係る発光
素子は、単純マトリクス方式とアクティブマトリクス方式のいずれにも適用することがで
きる。また、上記表示装置は、あらゆる電子機器やＩＤカード等のユビキタス製品に搭載
することができ、本発明の利用可能性は極めて多岐に渡る。
【符号の説明】
【０１２２】
１１：陽極
１２：陰極
１３：中間導電層（Ａｌｑ：Ｌｉ層）
１４：中間導電層（Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ（インジウム・亜鉛酸化物）層）
１５：有機層
１６：有機層
１７：層間絶縁膜
１０１：基板
１０２：陽極
１０３：第１の発光層
１０４：電子注入を担う層
１０５：正孔注入を担う層
１０６：第２の発光層
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１０７：陰極
１０８：第３の発光層
２０３：１番目の発光層
２０４：１番目の電子注入を担う層
２０５：１番目の正孔注入を担う層
２０６：２番目の発光層
２０７：ｋ番目の発光層
２０８：ｋ番目の電子注入を担う層
２０９：ｋ番目の正孔注入を担う層
２１０：ｋ＋１番目の発光層
２１１：ｎ－１番目の電子注入を担う層
２１２：ｎ－１番目の正孔注入を担う層
２１３：ｎ番目の発光層
３１０：画素
３１１：トランジスタ
３１２：トランジスタ
３１３：発光素子
３１６：容量素子
３１７：第１の電源
３１８：第２の電源
３４０：トランジスタ
３４１：トランジスタ
３４２：トランジスタ
３４３：電源
４００：発光領域
４０１：ゲートドライバ
４０２：ゲートドライバ
４０３：ソースドライバ
４０５：基板
４０６：対向基板
４０７：接続フィルム
４０８：シール材
４０９：隔壁層
４１０：素子群
４１１：第１の層間絶縁膜
４１２：第２の層間絶縁膜
４１４：配線
４１５：透光性樹脂
４１６：遮光性を有する隔壁層
４１７：遮光性を有する層間絶縁膜
４１８：空間
５０１：サブフレーム
５０１ａ：書き込み期間
５０１ｂ：保持期間
５０２：サブフレーム
５０２ａ：書き込み期間
５０２ｂ：保持期間
５０３：サブフレーム
５０３ａ：書き込み期間
５０３ｂ：保持期間
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５０４：サブフレーム
５０４ａ：書き込み期間
５０４ｂ：保持期間
５０４ｃ：消去期間
５０４ｄ：非発光期間
６００：Ｍｏ
６０１：アルミニウムを含む合金
６０２：ＩＴＯ
６０３：アルミニウムを含む合金
６０４：アルミニウムを含む合金
６０５：ＩＴＯ
６０６：アルミニウムを含む合金
６０７：ニッケルシリサイド
６０８：シリコン半導体層
８０１：カード本体
８０３：カード基板
８０４：ＩＤチップ
８０５：表示装置
８０６：集積回路
８０７：薄膜部
８０８：配線
８０９：アンテナコイル
７０１：ＥＬ表示パネル
７０２：信号線側駆動回路
７０３：走査線側駆動回路
７０４：チューナ
７０５：映像波増幅回路
７０６：映像信号処理回路
７０７：コントロール回路
７０８：信号分割回路
７０９：音声波増幅回路
７１０：音声信号処理回路
７１１：制御回路
７１２：入力部
７１３：スピーカ
９０１：第１のトランジスタ
９０２：第２のトランジスタ
９０３：発光素子
９１１：ゲート信号線
９１２：ソース信号線
９１３：書込用ゲート信号線駆動回路
９１４：消去用ゲート信号線駆動回路
９１５：ソース信号線駆動回路
９１６：電源
９１７：電流供給線
９１８：スイッチ
９１９：スイッチ
９２０：スイッチ
１００１：第１のトランジスタ
１００２：第２のトランジスタ
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１００３：ゲート信号線
１００４：ソース信号線
１００５：電流供給線
１００６：発光素子の電極
６５００：基板
６５０３：ＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキット）
６５０４：プリント配線基盤（ＰＷＢ）
６５１１：画素部
６５１２：ソース信号線駆動回路
６５１３：書込用ゲート信号線駆動回路
６５１４：消去用ゲート信号線駆動回路
９１０１：本体
９１０２：表示部
９２０１：本体
９２０２：表示部
９３０１：本体
９３０２：表示部
９４０１：本体
９４０２：表示部
９５０１：本体
９５０２：表示部
９７０１：表示部
９７０２：表示部

【図１】 【図２】
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